災害報告要領（農林・土木施設災害）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月
農林振興課・土木建築課

１　災害認定の条件（国庫補助対象事業）

（１）雨量　　時間雨量２０ミリ以上又は２４時間雨量８０ミリ以上

（２）１か所あたりの工事費　　農地・農業用施設⇒４０万円以上

土木施設⇒６０万円以上（概ね延長８ｍ×高さ２ｍ相当）

２　災害報告

（１）災害の種類

　　ア　道路　　国道、府道、町道、農道、林道に分ける。

イ　河川　　府管理、町管理河川に分ける。

ウ　農地・農業用施設　　頭首工（井堰）、畦畔、用排水路、土砂流入

エ　その他　上記以外のもの　

（２）災害発生場所の報告

　　集落名、住所（番地まで）を記入（不明な場合は目標となるもの。例：〇〇宅前）とし、発生後速やかに（３日以内）別紙「災害報告書」と「位置図（住宅地図等に番号と〇印）」を提出してください。

　　なお、報告が遅れますと災害認定が受けられず、対応できないことがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（写真は必要ありません）

（３）災害発生場所の表示

　　災害発生場所には、高さ２ｍ程度の竹竿等に目立つ布切れをつけて、付近の道路から良く見えるように立ててください。

（４）災害復旧の分担金

　　農地・農業用施設は、分担金が必要ですので、別途調整をいたします。

（問い合わせは農林振興課へ　℡８２－３８０８）

３　災害報告書の提出先

役場土木建築課（℡８２－３８０６）または農林振興課（℡８２－３８０８）
もしくは、各支所（土木担当）に提出してください。

提出部数＝１部

　　　（報告書の受理後、災害の種類により土木建築課または農林振興課で対応します。）　

別紙

災害報告書
令和　　年　　月　　日

区　名　　　　　　　　　　
区長名　　　　　　　　　
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